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あ
る
時
代
に
お
い
て
、
流
行
し
た
作
品
に
は
そ
の
作
品
自
体
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
社
会
情
勢
の
中
に
流
行
す
る
に
至
っ
た
原
因
が

あ
る
こ
と
が
あ
る
。
西
晋
の
文
人
、
左
思

(

字
は
太
沖
、
二
五
三
？
〜
三
〇
七
？

(

１))

の
渾
身
の
大
作
で
あ
る

｢

三
都
賦｣

も
同
様
で
あ

る
。何

故
に

｢

洛
陽
の
紙
価
を
し
て
貴
か
ら
し
む｣

と
い
う
故
事
が
誕
生
し
た
の
か
。『

晋
書』

左
思
伝
は
、
以
下
の
よ
う
に
当
時
の
状

況
を
述
べ
て
い
る
。

自
是
之
後
、
盛
重
於
時
、
文
多
不
載
。
司
空
張
華
見
而
歎
曰
、｢

班
張
之
流
也
。
使
讀
之
者
盡
而
有
餘
、
久
而
更
新
。｣

於
是
豪
貴

之
家
競
相
傳
寫
、
洛
陽
爲
之
紙
貴
。

是
れ
よ
り
の
後
、
盛
ん
に
時
に
重
ん
ぜ
ら
る
、
文
多
け
れ
ば
載
せ
ず
。
司
空
張
華
見
て
歎
じ
て
曰
く
、｢

班

(

固)

・
張

(

衡)

の
流
れ
な
り
。
之
を
読
む
者
を
し
て
尽
き
て
余
り
有
り
、
久
し
く
し
て
更
に
新
た
な
ら
し
む｣

と
。
是
に
於
て
豪
貴
の
家
競
ひ

て
相
ひ
伝
写
し
、
洛
陽
之
が
為
に
紙
貴
し
。

こ
の
よ
う
に
、
張
華
が
絶
賛
し
、
そ
の
後

｢

豪
貴
之
家｣

の
者
た
ち
が
盛
ん
に
書
き
写
し
た
の
だ
が
、
彼
ら
は

｢

三
都
賦｣

の
ど
の
よ

う
な
点
に
惹
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
必
ず
理
由
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

｢

三
都
賦｣

は
、
左
思
が
十
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
制
作
し
た
と
さ
れ
、｢
蜀
都
賦｣

・｢

呉
都
賦｣

・｢

魏
都
賦｣

の
三
篇
か
ら
構
成
さ

れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
三
国
の
都
で
あ
る
成
都
・
建
業
・�
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
や
風
俗
を
詳
細
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
、

『

文
選』

に
収
め
ら
れ
て
い
る

(

２)

。
更
に
、
発
表
直
後
か
ら
好
評
を
博
し
、
張
華
が
絶
賛
し
た
ほ
か
、
皇
甫
謐
が
序
文
を
書
き
、
劉
逵
・
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�
衛
権
及
び
張
載
が
注
釈
を
加
え
て
い
る

(

３)

。

で
は
、
左
思
は

｢

三
都
賦｣

を
何
故
に
制
作
し
、
ま
た
何
時
の
時
点
で

｢

三
都
賦｣

は
完
成
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て

は
未
だ
十
分
に
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
慮
し
つ
つ
、｢

三
都
賦｣

制
作
当
時
の

時
代
背
景
を
確
認
し
、｢

三
都
賦｣

に
描
写
さ
れ
る
内
容
と
制
作
時
の
社
会
情
勢
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
｢

三
都
賦｣

の
制
作
意
図

左
思
が
約
十
年
の
歳
月
を
費
や
し

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
意
図
は
何
処
に
あ
る
の
か
。『

晋
書』

左
思
伝
に
は
、
左
思
自
身
の
出

身
地
を
詠
ん
だ

｢

斉
都
賦｣
の
制
作
後
、｢

三
都
賦｣

の
制
作
を
思
い
立
ち
、
妹
の
左
芬
の
入
内
を
契
機
に
洛
陽
に
居
を
移
し
、｢

三
都

賦｣

を
制
作
し
た
と
あ
る
。
左
思
は

｢
三
都
賦｣

に
序
文
を
付
し
て
い
る
が

(『

文
選』

巻
四)

、
そ
の
中
で
、
左
思
は
制
作
動
機
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

然
相
如
賦
上
林
、
而
引
盧
橘
夏
熟
、
揚
雄
賦
甘
泉
、
而
陳
玉
樹�
葱
、
班
固
賦
西
都
、
而
歎
以
出
比
目
、
張
衡
賦
西
京
、
而
述
以

游
海
若
、
假
稱
珍
怪
、
以
爲
潤
色
。
若
斯
之
類
、
匪
啻
于
茲
。

然
る
に
相
如
は
上
林
を
賦
し
て
、
盧
橘
の
夏
に
熟
す
る
を
引
き
、
揚
雄
は
甘
泉
を
賦
し
て
、
玉
樹
の
青
葱
た
る
を
陳の

べ
、
班
固

は
西
都
を
賦
し
て
、
歎
ず
る
に
比
目
を
出
だ
す
を
以
て
し
、
張
衡
は
西
京
を
賦
し
て
、
述
ぶ
る
に
海
若
を
游
ば
す
を
以
て
し
、

珍
怪
を
仮
称
し
て
、
以
て
潤
色
と
為
す
。
斯か

く
の
若
き
の
類
は
、
啻た

だ

に
茲こ

こ

の
み
に
匪
ず
。

こ
こ
で
左
思
は
こ
れ
ま
で
の
歴
代
都
城
賦
の
代
表
作
を
挙
げ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
現
実
と
は
異
な
る
虚
構
を
描
き
出
し
て
い
る
欠
点
を

挙
げ
つ
ら
い
、
現
状
を
批
判
し
て
い
る
。
更
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

余
既
思
摸
二
京
、
而
賦
三
都
、
其
山
川
城
邑
、
則
稽
之
地
圖
、
其
鳥
獸
草
木
、
則
驗
之
方
志
、
風
謠
歌
舞
、
各
附
其
俗
、
魁
梧
長

者
、
莫
非
其
舊
。

余

既
に
二
京
を
思
摸
し
て
、
三
都
を
賦
さ
ん
と
す
る
に
、
其
れ
山
川
城
邑
は
、
則
ち
之
を
地
図
に
稽

か
ん
が
み
、
其
れ
鳥
獣
草
木
は
、

則
ち
之
を
方
志
に
験

か
ん
が
み
、
風
謡
歌
舞
は
、
各
お
の
其
の
俗
に
附
き
、
魁
梧
長
者
は
、
其
の
旧
に
非
ざ
る
莫
し
。

左
思

｢

三
都
賦｣

は
何
故
洛
陽
の
紙
価
を
貴
め
た
か

21
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左
思
は
三
国
の
土
地
や
風
俗
を
描
写
す
る
際
に
、｢

地
図｣

や

｢

地
方
志｣

に
基
づ
い
た
と
す
る

(

４)

。
つ
ま
り
、
歴
代
の
漢
賦
に
存
在

す
る
虚
飾
を
廃
し
、
事
実
に
即
し
た
描
写
を
行
な
う
こ
と
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
も
、｢

三
都
賦｣

序
の
記
述
に
基

づ
き
、
そ
の
制
作
意
図
を
写
実
的
描
写
の
実
践
に
求
め
て
い
る

(

５)

。
事
実
、｢

三
都
賦｣

本
文
及
び
注
釈
に
は
、
左
思
が

｢

三
都
賦｣

を

制
作
し
た
の
と
、
時
を
同
じ
く
し
て
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
た
地
方
志
に
基
づ
く
記
述
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
写
実
的
描
写
の
存

在
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
写
実
的
描
写
の
実
践
の
み
が
、
左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
す
る
上
で
の
最
重
要
課
題
、
則
ち

制
作
意
図
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
研
究
に
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
存
在
す
る
。

近
年
、｢

三
都
賦｣
の
制
作
意
図
の
考
察
と
し
て
、
徐
々
に

｢

三
都
賦｣

制
作
当
時
の
時
代
背
景
を
考
慮
し
た
研
究
も
現
れ
始
め
て

い
る
。
皋
于
厚
氏
は
、
当
時
の
時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
時
の
人
民
の
三
国
統
一
を
願
う
機
運
が

｢

三
都
賦｣

制
作
の
一
つ
の

要
因
で
あ
る
と
論
じ
て
お
り

(

６)
、
ま
た
、
顧
農
氏
も
、｢

三
都
賦｣

が
晋
の
三
国
統
一
の
必
然
性
を
宣
伝
し
、
中
原
文
化
に
よ
る
三
国
統

一
の
必
要
性
を
強
調
し
た
作
品
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る

(

７)

。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
更
に
、｢

三
都
賦｣

の
制
作
当
時
に
地
方
志
が
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
、
西
晋
時
代
に
お
い
て
地
理
に
関
す
る
情
報
が
大
量
に
出
現
し
た
事
実
か
ら

｢

三
都
賦｣

と
当
時
の
情
勢
と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

二

地
方
志
の
編
纂
と

｢
三
都
賦｣

後
漢
末
か
ら
西
晋
時
代
に
か
け
て
、
数
多
く
の
地
方
志
が
編
纂
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
書
名
に

｢

異
物
志｣

を
冠
す
る
も
の
で

あ
る

(

８)

。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
権
力
者
階
層
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
土
地
に
関
係
が
あ
る
人
物
が
、
こ
れ
ら
多
く
の
地
方
志
の
編
纂

に
従
事
し
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

９)

。
こ
の
よ
う
に
、
権
力
者
階
層
に
お
い
て
、
地
方
に
対
す
る
興
味
関
心
が
非
常
に
強
か
っ

た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
左
思
は

｢

三
都
賦｣

を
制
作
す
る
際
、
序
文
で
宣
言
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
地
方
志
に
基
づ
い
て
の
描

写
を
展
開
し
て
い
る
。
特
に
、｢

蜀
都
賦｣

及
び

｢

呉
都
賦｣

に
お
い
て
、
地
方
志
に
基
づ
く
描
写
を
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

｢

三
都
賦｣

の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、｢

蜀
都
賦｣

・｢

呉
都
賦｣
の
劉
逵
注
の
中
に
も
、
頻
繁
に
地
方
志
が
挙
げ
ら
れ

��
��

�
�
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て
い
る
。
そ
の
全
て
を
挙
げ
る
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
い
く
つ
か

｢

呉
都
賦｣

(『

文
選』

巻
五)

よ
り
例
を
挙
げ
考
察
し
た
い
。

草
則��
豆�
、
薑
彙
非
一
。

草
は
則
ち�

か
く�と
う

豆�と
う
こ
う

あ
り
、
薑

き
ょ
う

の
彙

た
ぐ
い

は
一
に
非
ざ
る
な
り
。

江�
之
屬
、�
苔
之
類
。

江�
の
属

た
ぐ
い

、
海
苔
の
類

た
ぐ
い

あ
り
。

[

劉
逵
注]

『

異
物
志』

曰
、�
香
、
交
趾
有
之
。
豆�
、
生
交
趾
。
其
根
似
薑
而
大
、
從
根
中
生
。
形
似
益
智
、
皮
殻
小
厚
、
核

如
安
石
榴
、
辛
且
香
。�
、
草
樹
也
。
葉
如�
櫚
而
小
。
三
月
採
其
葉
、
細
破
乾
之
、
味
近
苦
而
有
甘
、
并�
舌
香
食
之
、
益
美
。

薑
彙
、
大
如
累
、
氣
猛
近
於
臭
。
南
土
人
擣
之
、
以
爲�
。�
、
一
名
廉
薑
、
生
沙
石
中
、
薑
類
也
。
其
累
大
辛
而
香
。
削
皮
以

黒
梅
并
鹽
汁
漬
之
、
則
成
也
。
始
安
有
之
。
江�
、
香
草
也
。�
苔
、
生�
水
中
、
正
青
、�

如
亂
髪
。
乾
之
赤
。
鹽
藏
有
汁
、

名
曰
濡
苔
、
臨�
有
之
。

『

異
物
志』

に
曰
く
、�
香
、
交
趾

(

現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
ト
ン
キ
ン
・
ハ
ノ
イ
地
方)

に
之
有
り
。
豆�
、
交
趾
に
生
ず
。

其
の
根
は
薑
に
似
て
大
な
り
、
根
中
に
従
ひ
て
生
ず
。
形
は
益
智
の
似
く
、
皮
殻
は
小や

や
厚
く
、
核
は
安
石
榴

ざ

く

ろ

の
如
く
、
辛
に

し
て
且
つ
香
あ
り
。�と

う

、
草
樹
な
り
。
葉
は�
櫚

し
ゅ
ろ

の
如
く
し
て
小
な
り
。
三
月
其
の
葉
を
採
り
て
、
細
く
破
り
て
之
を
乾
さ
ば
、

味
は
苦
き
に
近
く
も
甘
み
有
り
、�
舌
香

け
い
ぜ
つ
こ
う

と
并
せ
て
之
を
食
ら
は
ば
、
益
ま
す
美
な
り
。
薑
彙
、
大
な
る
は
累
の
如
く
、
気
は

猛
に
し
て
臭
き
に
近
し
。
南
土
の
人
は
之
を
擣つ

き
て
、
以
て�あ
つ
も
のと
為
す
。�す
い

、
一
名
廉
薑
な
り
、
沙
石
の
中
に
生
ず
、
薑
き
ょ
う
の
類

な
り
。
其
の
累
大
い
に
辛
く
香
あ
り
。
皮
を
削
り
て
黒
梅
並
び
に
塩
汁
を
以
て
之
を
漬
け
れ
ば
、
則
ち
成
る
。
始
安

(

現
在
の

広
西
省
桂
林
県)

に
之
有
り
。
江�
、
香
草
な
り
。
海
苔
、
海
水
の
中
に
生
じ
、
正
青
た
り
、
状
は
乱
髪
の
如
し
。
之
を
乾
せ

ば
赤
し
。
塩
も
て
蔵
す
れ
ば
汁
有
り
、
名
づ
け
て
濡
苔
と
曰
ふ
、
臨
海

(

現
在
の
浙
江
省
臨
海
県)

に
之
有
り
。

｢

呉
都
賦｣

に
お
い
て
、
植
物
を
描
写
し
た
部
分
で
あ
る
。
劉
逵
注
は
左
思
が

｢

呉
都
賦｣

で
列
挙
す
る
全
て
の
植
物
に
詳
細
な
説
明

を
加
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
植
物
の
産
出
地
や
そ
の
外
見
的
特
徴
、
更
に
は
そ
の
植
物
の
使
用
法
な
ど
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は

劉
逵
が

『

異
物
志』

を
引
用
し
、
左
思
が
列
挙
し
た
植
物
が
い
ず
れ
も
呉
の
地
に
実
際
に
産
出
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

劉
逵
注
が
挙
げ
る

｢

交
趾
・
始
安
・
臨
海｣

は
何
れ
も

｢

三
都
賦｣

制
作
当
時
、
呉
に
属
す
る
領
域
で
あ
る
。
特
に

｢

交
趾
・
始
安｣

は
呉
の
領
土
で
も
南
方
の
現
在
の
広
西
・
広
東
省
及
び
ベ
ト
ナ
ム
に
属
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
地
域
は

｢

三
都
賦｣

の
他
の
注
釈
で
も

頻
繁
に
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
左
思
の
呉
の
南
方
地
域
を
重
視
す
る
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
例
を
挙
げ
よ
う
。

左
思

｢

三
都
賦｣

は
何
故
洛
陽
の
紙
価
を
貴
め
た
か
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其
下
則
有
梟
羊�
狼
、���
象
、

其
の
下
に
は
則
ち
梟
羊

き
ょ
う
よ
う�
狼

せ
い
ろ
う

、��あ
つ
ゆ�ち
ゅ

象
、

烏
菟
之
族
、
犀�
之
黨
。

烏
菟

う

と

の
族
、
犀�さ

い
じ

の
党
有
り
。

[
劉
逵
注]

『

爾
雅』

曰
、
梟
羊
、
一
名��
。
如
人
、
面
長
脣
黒
、
身
有
毛
及
踵
、
見
人
則
笑
。
左
手
操
管
、『

海
南
經』

所
云

也
。『
異
物
志』

云
、�
狼
、
大
如
麋
。
角
前
向
、
有
枝
下
出
、
反
向
上
。
長
者
四
五
尺
。
廣
州
有
之
。
常
居
平
地
、
不
得
入
山

林
。『

山
海
經』

曰
、
南
海
之
外
有��
、�
如�
、
龍
首
、
食
人
。�
、
虎
屬
也
。
或
曰
、
能
化
爲
人
也
。
象
、
生
九
真
・
日

南
山
中
。
大
者
其
牙
鼻
長
一
丈
。
於
菟
、
虎
也
。
江
淮
間
謂
虎
爲
於
菟
。
犀
、�
如
水
牛
、
頭
似
猪
、
四
足
類
象
。
倉
黒
色
。
一

角
當
額
上
、
鼻
上
角
亦
墮
也
。
又
有
小
角
、
長
五
寸
、
不
墮
。
性
好
食
棘
、
口
中
灑
血
。
武
陵
已
南
山
中
有
之
。�
、
獸
也
。

『

爾
雅』

に
曰
く
、
梟
羊

き
ょ
う
よ
う
、
一
名��ひ

ひ

な
り
。

人
の
如
く
、
面
長
く
脣
黒
く
、
身
は
毛
の
踵

か
か
と
に

及
ぶ
有
り
、
人
を
見
れ
ば
則
ち
笑
ふ
。
左
手
に

て
管
を
操
る
、『

海
南
経』

の
云
ふ
所
な
り
。

『

異
物
志』

に
云
く
、�
狼

せ
い
ろ
う

、
大
き
さ
は
麋び

の

如
し
。
角
は
前
を
向
き
て
、
枝
の
下
に
出
づ
る

有
り
て
、
反
り
て
上
に
向
く
。
長
さ
は
四
五
尺

な
り
。
広
州
に
之
有
り
。
常
に
平
地
に
居
り
、

山
林
に
入
る
を
得
ず
。『

山
海
経』

に
曰
く
、

南
海
の
外��あ

つ
ゆ

有
り
、
状
は�ち
ゅ

の
如
く
、
龍
首

に
し
て
、
人
を
食
す
。�ち

ゅ

は
、
虎
の
属
な
り
。

或
ひ
は
曰
く
、
能
く
化
し
て
人
と
為
る
な
り
。

象
、
九
真

(

現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部)

・
日
南

(

現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
南
部)

の
山
中
に
生
ず
。

大
な
る
は
其
の
牙
鼻
長
さ
一
丈
な
り
。
於
菟

お

と

は
、

�
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虎
な
り
。
江
淮
の
間
虎
を
謂
ひ
て
於
菟
と
為
す
。
犀さ

い

は
、
状
は
水
牛
の
如
く
、
頭
は
猪
の
似
く
、
四
足
た
る
は
象
に
類
た
り
。

倉
黒
色

(

蒼
黒
色)

な
り
。
一
角
額
上
に
当
た
り
て
、
鼻
上
の
角
も
亦
墮
つ
る
な
り
。
又
小
角
有
り
て
、
長
さ
五
寸
、
墮
ち
ず
。

性
は
棘
を
食
す
を
好
み
、
口
中
に
血
を
灑そ

そ

ぐ
。
武
陵

(

湖
北
省
竹
山
県)

已
南
の
山
中
に
之
有
り
。�じ

は
、
獣
な
り
。

こ
れ
は

｢
呉
都
賦｣

に
お
い
て
、
動
物
を
描
写
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
劉
逵
注
は
そ
の
全
て
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
際
、

先
に
挙
げ
た
例
と
同
様
に
、『

爾
雅』

・『

異
物
志』

・『

山
海
経』

等
の
出
典
を
明
記
し
、｢

呉
都
賦｣

の
中
に
挙
げ
た
動
物
が
実
際
に
呉

の
地
方
に
生
息
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

(�)

。
こ
こ
で
挙
が
る

｢

広
州
・
南
海
・
九
真
・
日
南
・
武
陵｣

も
何
れ
も
呉
に
属

し
て
い
る
。
更
に

｢
武
陵｣

を
除
く
地
域
は
、
呉
の
領
域
の
中
で
は
南
方
に
属
し
て
お
り
、
特
に

｢

九
真
・
日
南｣

は
こ
こ
に
挙
げ
た

注
釈
以
外
に
多
く
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
左
思
の
南
方
、
特
に
ベ
ト
ナ
ム
一
帯
を
重
視
す
る
姿
勢
が
確
認
で
き
る
。

以
上
に
挙
げ
た
例
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
左
思
は
地
方
志
に
基
づ
く
記
述
を
行
な
う
こ
と
で

｢

三
都
賦｣

序
で
批
判
し
た
よ
う
に
、

歴
代
都
城
賦
に
見
ら
れ
た
虚
構
性
を
排
除
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

三
都
賦｣

に
描
写
さ
れ
る
内
容
と
劉
逵
注
が
挙
げ
る
書
物
が
、
ど
れ
ほ
ど
に
一
致
す
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、『

世
説
新
語』

文
学
篇
の
劉
孝
標
注
に
引
用
さ
れ
る

『

左
思
別
伝』

に
、

劉
淵
林
・
衛
伯
輿
並
蚤
終
、
皆
不
爲
思
賦
序
注
也
。
凡
諸
注
解
、
皆
思
自
爲
、
欲
重
其
文
、
故
假
時
人
名
姓
也
。

劉
淵
林

(

劉
逵)

・
衛
伯
輿

(

衛
権)

並
び
に
蚤つ

と

に
終

み
ま
か
り
、
皆

思
の
賦
の
序
注
を
為
さ
ざ
る
な
り
。
凡
そ
諸
注
解
、
皆

思
自

み
ず
か

ら
為
し
、
其
の
文
を
重か

さ

ね
ら
れ
ん
こ
と
を
欲
し
、
故
に
時
人
の
名
姓
を
仮
る
な
り
。

と
あ
り
、
劉
逵
及
び
衛
権
は

｢

三
都
賦｣

に
注
釈
を
施
し
て
は
お
ら
ず
、
左
思
自
ら
が
彼
ら
の
名
に
仮
託
し
て
注
釈
を
施
し
た
と
指
摘

さ
れ
る
。
左
思
が
自
ら
注
釈
を
施
し
た
こ
と
の
当
否
は
と
も
か
く
、
当
時
、
こ
の
よ
う
な
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
左
思
が

描
き
出
し
た

｢

三
都
賦｣

の
内
容
と
、
劉
逵
注
が
挙
げ
る
地
方
志
を
中
心
と
し
た
書
物
の
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
に
左
思
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
地
方
志
に
基
づ
く
記
述
を
行
な
っ
た
の
か
。
以
下
で
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

左
思

｢

三
都
賦｣

は
何
故
洛
陽
の
紙
価
を
貴
め
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か
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三

西
晋
の
対
呉
政
策
と
武
帝
司
馬
炎
の
地
理
把
握
に
対
す
る
関
心

左
思
が
地
方
志
に
基
づ
く
記
述
を
行
な
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
当
時
の
社
会
情
勢
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
西
晋
王
朝

が
蜀
を
平
定
し
た
後
の
、
呉
を
対
象
と
し
た
軍
事
政
策
で
あ
る
。
こ
れ
は
左
思
が
何
時
の
時
点
で

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
の
か
と
言

う
問
題
と
も
深
く
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
、
左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
と
さ
れ
る
時
期
の
略
年
譜
を
載
せ
る
。

泰
始
元
年

(

二
六
六)
、
魏
が
滅
亡
し
、
西
晋
王
朝
が
建
国
さ
れ
る
。

泰
始
八
年

(

二
七
三)
、
左
思
の
妹
で
あ
る
左
芬
が
武
帝
の
後
宮
に
入
内
し
、
同
時
に
左
思
も
洛
陽
に
居
を
移
す
。
こ
の
時
点
で
左

思
は

｢

三
都
賦｣

の
制
作
を
開
始
す
る
。
ま
た
、
左
思
は
秘
書
郎
の
職
を
授
け
ら
れ
る
。

咸
寧
五
年

(

二
七
九)

、
張
華
が
度
支
尚
書
の
職
を
授
け
ら
れ
る
。

太
康
元
年

(

二
八
〇)

、
呉
が
滅
亡
し
、
西
晋
王
朝
が
三
国
を
統
一
す
る
。

太
康
三
年

(

二
八
二)

、
皇
甫
謐
が
亡
く
な
る
。
こ
の
頃
ま
で
に

｢

三
都
賦｣

の
制
作
が
終
了
し
た
と
さ
れ
る
。

太
熙
元
年

(

二
九
〇)

、
武
帝
司
馬
炎
、
張
華
が
亡
く
な
る
。
八
王
の
乱
が
勃
発
す
る
。

『

晋
書』

左
思
伝
の
記
述
に
基
づ
け
ば
、
妹
の
左
芬
が
入
内
し
、
洛
陽
に
居
を
移
し
た
泰
始
八
年
に

｢

三
都
賦｣

の
制
作
を
開
始
し

た
こ
と
は
恐
ら
く
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
皇
甫
謐
が
太
康
三
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
彼
に
は

｢

三
都
賦
序｣

(『

文
選』

巻
四
十
五)

が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
ま
で
に
は
、｢

三
都
賦｣

は
一
応
の
完
成
を
迎
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
左
思
は
十

年
の
歳
月
を
か
け

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
と
さ
れ
る
が
、
泰
始
八
年
か
ら
太
康
三
年
ま
で
は
十
年
間
で
あ
り
、『

晋
書』

左
思
伝
の

記
述
と
も
符
合
す
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
と
さ
れ
る
十
年
の
間
に
、
呉
が
滅
亡
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
て
い
た
の
と
、
時
を
同
じ
く
し
て
西
晋
王
朝
は
呉
の
平
定
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
晋
王
朝
内

で
は
盛
ん
に
呉
の
平
定
が
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
当
時
、
呉
の
平
定
に
関
し
て
は
否
定
的
な
意
見
が
多
く
、
主
戦
派
は
武
帝
司
馬
炎
を

中
心
に
張
華
・
羊�
・
杜
預
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
主
戦
派
の
内
、
武
帝
及
び
張
華
が
左
思
と
少
な
か
ら
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�ず
関
係
を
有
し
、
更
に
両
者
が
共
に
地
方
の
地
理
把
握
に
関
心
を
示
し
て
い
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

武
帝
に
関
し
て
は
、
公
私
に
わ
た
っ
て
地
理
の
把
握
に
努
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
裴
秀
が
武
帝
に

『

禹
貢
地
域
図』

を
奏
上
し

た
際
の
序
文
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

(

裴
秀)
作

『

禹
貢
地
域
圖』

十
八
篇
、
奏
之
、
藏
於
祕
府
。
其
序
曰
、｢

…
…
文
皇
帝
乃
命
有
司
、
撰
訪
呉
蜀
地
圖
。
蜀
土
既
定
、

六
軍
所
經
、
地
域
遠
近
、
山
川
險
易
、
征
路
迂
直
、
校
驗
圖
記
、
罔
或
有
差
。
今
上
考
禹
貢
山
海
川
流
、
原
隰
陂
澤
、
古
之
九
州

及
今
之
十
六
州
、
郡
國
縣
邑
、
疆
界
郷
陬
、
及
古
國
盟
會
舊
名
、
水
陸
徑
路
、
爲
地
圖
十
八
篇
。｣

(

裴
秀)

『

禹
貢
地
域
図』

十
八
篇
を
作
り
て
、
之
を
奏
し
て
、
秘
府
に
蔵
す
。
其
の
序
に
曰
く
、｢

…
…
文
皇
帝

乃
ち
有
司
に

命
じ
て
、
呉
蜀
の
地
図
を
撰
訪
せ
し
む
。
蜀
土
既
に
定
ま
り
、
六
軍
の
経
る
所
、
地
域
の
遠
近
、
山
川
の
険
易
、
征
路
の
迂
直

は
、
図
記
に
校
験
し
、
或
ひ
は
差た

が

う
る
こ
と
有
る
罔な

し
。
今
上

禹
貢
の
山
海
川
流
、
原
隰
陂
沢
、
古
の
九
州
及
び
今
の
十
六

州
、
郡
国
県
邑
、
疆
界
郷
陬
、
及
び
古
国
盟
会
の
旧
名
、
水
陸
の
径
路
を
考
し
て
、
地
図
十
八
篇
を
為
る
。｣

(『

晋
書』

巻
三
十
五
・
裴
秀
伝)

こ
こ
で
は
、
文
帝
司
馬
昭
が
呉
や
蜀
の
地
図
を
求
め
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
文
帝
の
時
点
で
は
未
だ
蜀
は
平
定
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
呉
と
蜀
の
地
図
を
求
め
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
蜀
及
び
呉
の
征
伐
前
の
地
理
把
握
に
努
め
た
た
め
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
裴
秀
が

『

禹
貢
地
域
図』

を
奏
上
し
た
時
点
で
は
、
蜀
は
既
に
平
定
さ
れ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
武
帝

は
呉
の
地
理
状
況
の
把
握
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
亡
佚
し
て
い
る
が
、
こ
の

『

禹
貢
地
域
図』

は
、
建
国
当
初
の

西
晋
の
地
理
状
況
を
把
握
す
る
上
で
必
要
な
書
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
社
会
情
勢
と
も
密
接
に
関
係
し

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、『

晋
書』

裴
秀
伝
の
記
述
は
、
武
帝
の
公
的
な
地
理
情
報
に
対
す
る
関
心
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と

言
え
る
。

武
帝
個
人
の
地
理
情
報
に
対
す
る
私
的
関
心
と
し
て
は
、
張
華
の

『
博
物
志』

の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る

(�)
。
当
初
、
武
帝
に
奏
上
し
た

際
に
は
、
四
百
巻
も
の
大
部
な
書
物
で
あ
っ
た
。
武
帝
は

『

博
物
志』

に
挙
げ
ら
れ
た
内
容
に
対
し
て
異
を
唱
え
、
以
下
の
よ
う
に
編

纂
し
直
す
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

自
書
契
之
始
、
考
驗�
恠
及
世
間
閭
里
所
説
、
造

『

博
物
志』

四
百
卷
、
奏
於
武
帝
。
帝
詔
詰
問
、｢

卿
才
綜
萬
代
、
博
識
無
倫
、

左
思

｢

三
都
賦｣

は
何
故
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遠
冠
羲
皇
、
近
次
夫
子
。
然
記
事
採
言
、
亦
多
浮
妄
、
宜
更
刪
翦
、
無
以
冗
長
成
文
。
昔
仲
尼
刪
詩
書
、
不
及
鬼�

幽
昧
之
事
、

以
言
怪
力
亂�
。
今
卿

『

博
物
志』

、
驚
所
未
聞
、
異
所
未
見
、
將
恐
惑
亂
於
後
生
、
繁
蕪
於
耳
目
。
可
更
芟
截
浮
疑
、
分
爲
十

卷
。
…
…｣

帝
常
以

『

博
物
志』

十
卷
、
置
於
函
中
、
暇
日
覽
焉
。

書
契
の
始
め
よ
り
、
神
怪
及
び
世
間
閭
里
の
説
く
所
を
考
験
し
、『

博
物
志』

四
百
巻
を
造
り
、
武
帝
に
奏
す
。
帝

詔
し
て
詰

問
す
、｢
卿
の
才

万
代
を
綜す

べ
、
博
識
な
る
こ
と
倫

た
ぐ
い
無
く
、
遠
き
は
羲
皇
に
冠
し
、
近
く
は
夫
子
に
次
ぐ
。
然
る
に
事
を
記
し

言
を
採
る
に
、
亦
た
浮
妄
な
る
こ
と
多
し
。
宜
し
く
更
に
刪
翦
し
て
、
冗
長
な
る
を
以
て
文
を
成
す
無
か
れ
。
昔
仲
尼

詩
書

を
刪
し
、
鬼
神
幽
昧
の
事
に
及
び
て
、
以
て
怪
力
乱
神
を
言
は
ず
。
今
卿
の

『

博
物
志』

は
、
驚
な
る
は
未
だ
聞
か
ざ
る
所
に

し
て
、
異
な
る
は
未
だ
見
ざ
る
所
な
り
。
将
に
恐
る
る
は
後
生
を
惑
乱
し
、
耳
目
を
繁
蕪
せ
ん
こ
と
な
り
。
更
に
浮
疑
を
芟
截

さ
ん
せ
つ

し
、
分
け
て
十
巻
と
為
す
べ
し
。
…
…｣

帝

常
に
以
て

『

博
物
志』

十
巻
を
し
て
、
函
中
に
置
き
、
暇
日
焉こ

れ

を
覧
る
。

(

晋
・
王
嘉

『

拾
遺
記』

巻
九)

武
帝
は
、
張
華
が
編
纂
し
た

『

博
物
志』
の
内
容
が
怪
力
乱
神
に
及
ぶ
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
を
排
除
し
た
上
で
十
巻
に
再
編
す
る

よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
武
帝
が
実
状
に
即
し
た
地
理
的
情
報
の
把
握
を
重
視
す
る
態
度
が
確
認
で
き
る
。
ま
た

『

博
物

志』

を
常
に
傍
ら
に
置
い
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
武
帝
の
地
理
に
対
す
る
私
的
な
興
味
関
心
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

武
帝
が
公
私
に
わ
た
っ
て
西
晋
の
地
理
把
握
に
努
め
た
こ
と
は
、
左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
す
る
際
に
、
地
方
志
に
基
づ
く
記
述

を
行
な
っ
た
事
実
と
大
い
に
関
係
す
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
た
め
、｢

三
都
賦｣

の
制
作
意
図
を
考
察
す
る
上
で
、
十
分
考
慮
す

べ
き
事
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四

張
華
の

『

博
物
志』

編
纂
と

｢

三
都
賦｣

張
華
と
左
思
と
の
関
係
は
、
張
華
が
最
初
に

｢

三
都
賦｣

を
評
価
し
た
と
い
う
一
点
に
お
い
て
の
み
、
従
来
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、｢

三
都
賦｣

、
特
に

｢

呉
都
賦｣

の
中
で
頻
繁
に
地
方
志
に
基
づ
く
記
述
が
確
認
で
き
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
地
方
志

の
存
在
を
通
し
て
更
な
る
両
者
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
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先
に
も
述
べ
た
が
、
張
華
は

『

博
物
志』

の
編
纂
者
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
四
百
巻
か
ら
十
巻
へ
の
再
編
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
の
、

武
帝
に
も
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
武
帝
は
何
故
に
四
百
巻
か
ら
十
巻
へ
の
再
編
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『

拾
遺
記』

に
は
、
怪
力
乱
神
を
排
除
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
果
た
し
て
、
怪
力
乱
神
に
関
す
る
記
述
を
排
除
す
る
こ
と
で
三

百
九
十
巻
も
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
更
に
別
の
理
由
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
単
純
に
、
す
ぐ
に

読
む
こ
と
の
で
き
る
分
量
を
武
帝
が
求
め
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
は
、
現
実
問
題
と
し
て
三
国
の
統
一
が
西
晋
王
朝
に
お

け
る
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
地
理
状
況
の
把
握
は
必
須
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
、
四
百
巻
も
の
分
量
を
誇
る

『

博
物
志』

で
は
、
す
ぐ
に
目
的
の
地
域
の
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
当
時
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
た
地
方
志
の
そ
れ
ぞ
れ

に
眼
を
通
す
の
は
煩
わ
し
い
。
そ
の
た
め
、
武
帝
は
張
華
に

『

博
物
志』

の
再
編
を
命
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『

隋
書』

経
籍

志
に
拠
れ
ば
、
当
時
の
地
方
志
は
一
地
域
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
一
巻
か
ら
五
巻
の
間
で
編
纂
さ
れ
、
十
巻
を
超

え
る
も
の
は
数
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
張
華
が
編
纂
し
た

『

博
物
志』

四
百
巻
は
唯
一
の
地
理
や
風
土
に
関
す
る
情
報
を
記
し
た

大
部
な
書
物
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
果
た
し
て
、
張
華
は
一
人
で

『

博
物
志』

四
百
巻
を
編
纂
し
、
更
に
は
十
巻
に
再
編
し
直
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
三
百
九
十
巻
も
削
減
す
る
こ
と
は
、
張
華
一
人
の
作
業
で
は
到
底
困
難
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
張
華
の
下
に
実
質
的
作

業
従
事
者
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、｢

三
都
賦｣

で
引
用
さ
れ
る

『

博
物
志』

に
注
目
し
た
い
。
以
下
に
、『

文
選』

及
び

『

文
選
集
注』

所
引

『

文
選
鈔』

に
引
用
さ
れ
る

『
博
物
志』

を
挙
げ
る
。

(

１)

善
曰
、
…
…

『

博
物
志』

曰
、
王
孫
・
公
子
、
皆
相
推
敬
之
辞
。

(

２)

善
曰
、
…
…

『

博
物
志』

曰
、
虎
珀
、
一
名
江
珠
。

(

３)

善
曰
、
…
…

『

博
物
志』

曰
、
江
漢
有�
人
、
能
化
爲
虎
。

(

以
上
、｢

蜀
都
賦｣)

(

４)

善
曰
、
…
…
王
餘
・
泉
客
、
皆
見

『

博
物
志』

。

(｢

呉
都
賦｣)

(

５)

鈔
曰
、
…
…

『

博
物
志』

云
、
蛟
人
婦
女
與
岸
上
男
子
爲
淫
。
好
食
宍
、
能
織�
。
夫
行
不
在
、
食
其
二
子
、
夫
還
捶
之
、

泣
珠
一
盤
。
涙
下
皆
成
珠
也
。

(『

文
選
集
注』

所
引

『

文
選
鈔』)

以
上
が
そ
の
全
て
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
同
時
代
の
注
釈
で
あ
る
劉
逵
注
に
一
カ
所
も
引
用
が
無
い
点
で
あ
る
。
劉
逵
は
注
釈

左
思

｢

三
都
賦｣

は
何
故
洛
陽
の
紙
価
を
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か
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を
付
け
る
に
あ
た
り
、
盛
ん
に

『

異
物
志』

等
の
地
方
志
を
引
用
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
華
の

『

博
物
志』

を
一
度
も
引

用
し
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
、
劉
逵
が
注
釈
を
付
け
た
時
点
で
は
、『

博
物
志』

は
完
成
し
て
お
ら
ず
、
編
纂

途
中
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
劉
逵
が

『

博
物
志』

を
一
度
も
引
用
し
て
い
な
い
事
実
も
説
明
で
き
る
。

更
に
論
を
進
め
れ
ば
、
左
思
が

『

博
物
志』

の
編
纂
の
実
質
的
従
事
者
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
先
の
略
年
譜
に
も
挙
げ
た

が
、
咸
寧
五
年
に
張
華
は
度
支
尚
書
の
職
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
度
支
尚
書
と
は
、
租
賦
物
産
を
調
査
し
、
国
家
の
収
支
の
調
整
を
計

る
職
で
あ
る
。
張
華
の
就
任
の
経
緯
は

『

晋
書』

張
華
伝
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

初
、
帝
潛
與
羊�
謀
伐
呉
、
而
羣
臣
多
以
爲
不
可
、
唯
華
贊
成
其
計
。
…
…
及
將
大
舉
、
以
華
爲
度
支
尚
書
、
乃
量
計
運
漕
、
決

定
廟
算
。

初
め
、
帝

潜ひ
そ

か
に
羊�
と
呉
を
伐
た
ん
こ
と
を
謀
る
、
而
し
て
群
臣

多
く
以
爲

お

も

え
ら
く
不
可
な
り
と
、
唯
だ

(

張)

華
の
み

其
の
計
に
賛
成
す
。
…
…
将
に
大
挙
せ
ん
と
す
る
に
及
び
、
華
を
以
て
度
支
尚
書
と
為
し
、
乃
ち
運
漕

う
ん
そ
う

を
量
計
し
、
廟
算

び
ょ
う
さ
ん
を
決

定
せ
し
む
。

こ
の
よ
う
に
、
張
華
は
呉
を
平
定
す
る
過
程
で
度
支
尚
書
の
職
を
授
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
度
支
尚
書
と
は
租
賦
物
産
を
調
査
す

る
職
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
、
呉
の
地
方
に
関
す
る
地
理
情
報
も
調
査
し
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
こ
の
時
張
華
は
中
書
令
の
職
に
も
就
い

て
お
り
、
書
物
の
編
纂
作
業
を
も
掌
握
し
て
い
た
が

(�)
、
こ
の
当
時
、
中
書
省
は
秘
書
郎
の
職
を
そ
の
下
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る

(�)

。
つ

ま
り
、
左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
て
い
た
当
時
、
左
思
自
身
は
秘
書
郎
の
職
に
就
き
、
張
華
は
中
書
令
・
度
支
尚
書
の
職
に
就
い

て
お
り
、
左
思
は
張
華
の
直
接
の
部
下
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
当
時
、
張
華
の
部
下
で
あ
っ
た
事
実

と
、｢

蜀
都
賦｣

・｢

呉
都
賦｣

の
中
で
盛
ん
に
地
方
志
に
基
づ
く
記
述
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
左
思
が

『

博
物
志』

の
編
纂
に
従

事
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

左
思
が

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
当
時
は
、
西
晋
王
朝
は
三
国
の
統
一
に
向
け
て
邁
進
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
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中
、
権
力
者
階
層
に
お
け
る
地
方
に
対
す
る
興
味
関
心
が
巻
き
起
こ
る
。
そ
の
た
め
、
数
多
く
の
地
方
志
が
編
纂
さ
れ
、
張
華
も

『

博

物
志』

を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。
左
思
は
、
洛
陽
に
居
を
移
し
て
か
ら
秘
書
郎
の
職
に
就
い
て
い
る
が
、
恐
ら
く
は
、
張
華
の
下
で

『

博
物
志』

の
編
纂
作
業
に
も
従
事
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
数
多
く
の
地
方
志
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
理
に
関
す
る
情
報
が

氾
濫
し
、
そ
の
情
報
を
整
理
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
武
帝
は
当
初
四
百
巻
で
あ
っ
た

『

博
物
志』

を
十
巻
に
再
編
す
る

よ
う
命
じ
、
左
思
は

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
左
思
は
当
時
の
社
会
情
勢
に
敏
感
に
反
応
し
た
上
で

｢

三
都
賦｣

を
制
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

｢

洛
陽
の
紙
価
を
し
て
貴
か
ら
し｣

め
る
こ
と
に
な
り
、｢

三
都
賦｣

は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
成
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

注

(

１)

左
思
の
生
卒
年
に
つ
い
て
は
葉
日
光
『

左
思
生
平
及
其
詩
之
析
論』

(

文
史
哲
学
集
成
、
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
九
年)

を
参
照
。

(

２)

本
稿
に
お
い
て
使
用
す
る

『

文
選』
の
テ
キ
ス
ト
は
清
・
胡
克
家
重
雕
宋
淳
煕
本

(

中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年)

を
底
本
と
し
た
。
ま

た
、
異
同
に
つ
い
て
は
、
適
宜
諸
版
本
及
び

『
文
選
集
注』

を
参
照
し
た
。
尚
、｢

三
都
賦｣

は

『

文
選』

巻
四
か
ら
巻
六
に
収
め
ら
れ
、

『

文
選
集
注』

巻
八
に

｢

蜀
都
賦｣

、
巻
九
に

｢
呉
都
賦｣

が
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(

３)
『

晋
書』

左
思
伝
に
、｢

安
定
皇
甫
謐
有
高
譽
、
思
造
而
示
之
。
謐
稱
善
、
爲
其
賦
序
。
…
…
張
載
爲
注
魏
都
、
劉
逵
注�
蜀
而
序
之
曰
、

…
…
陳
留
衞
權
又
爲
思
賦
作
略
解
。(

安
定
の
皇
甫
謐
は
高
誉
有
り
、
思

造
り
て
之
を
示
す
。
謐

善
し
と
称
し
、
其
の
賦
の
為
に
序
す
。

…
…
張
載

為
に
魏
都
に
注
し
、
劉
逵

呉
蜀
に
注
し
て
之
に
序
し
て
曰
く
、
…
…
陳
留
の
衛
権

又
思
の
賦
が
為
に
略
解
を
作
る
。)｣

と

あ
る
。

(

４)

本
稿
に
お
け
る
地
方
志
と
は
、『

文
選
集
注』

所
引

『

文
選
鈔』
に
、｢
方
志
、
南
方
異
物
志
之
類
也
。(

方
志
は
、
南
方
の
異
物
志
の

類
な
り
。)｣

と
あ
る
よ
う
に
、
南
方
諸
地
域
の
地
理
・
風
土
・
物
産
を
記
し
た
書
物
を
指
し
、
明
清
期
に
大
量
に
出
版
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ

る
一
般
的
な
地
方
志
と
は
異
な
る
書
物
を
指
し
て
い
る
。

(

５)

小
尾
郊
一

｢

左
思
の
賦
観

魏
晋
の
賦
に
お
け
る
写
実
精
神｣

(『

広
島
大
学
文
学
部
紀
要』

第
十
五
集
、
一
九
五
九
年
。
の
ち

『

真

左
思

｢

三
都
賦｣

は
何
故
洛
陽
の
紙
価
を
貴
め
た
か

31



― ―

実
と
虚
構

六
朝
文
学』

[

一
九
九
四
年
、
汲
古
書
院]

に
収
録)

及
び
、
戸
高
留
美
子

｢｢

三
都
賦｣

小
考

都
城
賦
制
作
意
義
の

変
容
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て

｣
(『

お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報』

第
二
十
三
集
、
二
〇
〇
四
年)

を
参
照
。

(

６)
皋
于
厚

『

漢
魏
六
朝
文
学
論
稿』

(

二
〇
〇
七
年
、
東
南
大
学
出
版
社)

、｢

試
論
左
思
及
其
詩
賦
創
作｣

を
参
照
。

(

７)
顧
農

『

文
選
論
叢』

(

二
〇
〇
七
年
、
広
陵
書
社)

、｢

左
思

｢

三
都
賦｣

及
其
序
注
綜
考｣

を
参
照
。

(

８)

内
田
吟
風｢『

異
物
志』

考

そ
の
成
立
と
遺
文

｣
(『

森
鹿
三
博
士
頌
寿
記
念
論
文
集』

一
九
七
七
年
、
同
朋
舎
出
版)

を
参
照
。

(

９)

青
山
定
雄｢
六
朝
時
代
の
地
方
誌
に
つ
い
て

撰
者
と
そ
の
内
容

｣
(『

東
方
学
報』

第
十
二
冊
第
三
号
、
一
九
四
一
年)

を
参
照
。

(

10)
『

山
海
経』
に
つ
い
て
は
、
司
馬
遷
の
指
摘
以
来
、
怪
力
乱
神
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
左
思
と

ほ
ぼ
同
時
代
に
生
存
し
た
郭
璞

(

生
卒
年
二
七
六

〜
三
二
四)

が

『

爾
雅』

の
注
釈
に
利
用
し
て
い
る
点
、
ま
た
郭
璞
が

『

山
海
経』

序
の
中
で
、

｢

世
之
所
謂
異
、
未
知
其
所
以
異
。
世
之
所
謂
不
異
、
未
知
所
以
不
異
、
何
者
。
物
不
自
異
、
待
我
而
後
異
、
異
果
在
我
、
非
物
異
也
。

(

世
の
所
謂
異
な
る
は
、
未
だ
其
の
異
な
る
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
世
の
所
謂
異
な
ら
ざ
る
は
、
未
だ
異
な
ら
ざ
る
所
以
を
知
ら
ざ
る

な
り
、
何
ぞ
や
。
物
は
自
ず
か
ら
異
な
ら
ず
し
て
、
我
に
待
し
て
而
し
て
後
に
異
な
る
、
異
な
る
果
は
我
に
在
り
て
、
物
の
異
な
る
に
非

ざ
る
な
り
。)｣

と
述
べ
、『

山
海
経』
に
あ
ら
わ
れ
る
現
象
や
事
物
が
怪
力
乱
神
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
か
ら
、
左
思
が

｢

三

都
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を
制
作
し
、
劉
逵
が
注
釈
を
付
し
た
当
時
、『

山
海
経』

は
地
方
志
と
同
様
の
書
物
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

劉
逵
注
の
み
に
着
目
し
た
場
合
、『

異
物
志』
と

『

山
海
経』

の
引
用
方
法
が
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
劉
逵
は

『

山
海
経』

を
地
方
志
に
類
す
る
書
物
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『

山
海
経』

と
地
方
志
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
更
な
る
考
察
が
必

要
で
あ
る
。

(

11)

張
華
の

『

博
物
志』

は
、『

隋
書』

経
籍
志
で
は
子
部
・
雑
家
に
分
類
さ
れ
、『

旧
唐
書』

経
籍
志
や

『

新
唐
書』

芸
文
志
で
は
小
説
家

に
分
類
さ
れ
、
地
理
書
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
志
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、『

文
選』

に
引
用
さ
れ

る
李
善
注
の
記
述
や
、
武
帝
の
再
編
命
令
か
ら
判
断
す
る
と
、
地
方
志
が
有
す
る
地
理
や
風
土
な
ど
の
説
明
を
行
な
う
と
い
う
要
素
を
兼

ね
備
え
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

(

12)
『

晋
起
居
注』

(『

太
平
御
覧』

巻
二
百
十
七)

に
、｢

咸
寧
五
年
、
詔
曰
、『
…
…
其
以
散
騎
常
侍
・
中
書
令
張
華
爲
度
支
尚
書
。』

(

咸

寧
五
年
、
詔
し
て
曰
く
、『

…
…
其
れ
散
騎
常
侍
・
中
書
令
張
華
を
以
て
度
支
尚
書
と
為
す
。』)｣

と
あ
り
、
張
華
が
地
理
状
況
の
把
握
と

中
国
文
学
論
集

第
三
十
八
号

32



― ―

と
も
に
書
物
の
編
纂
を
も
職
務
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
13)

『

晋
書』

職
官
志
に

｢

祕
書
監
、
…
…
及
晉
受
命
、
武
帝
以
祕
書�

中
書
省
、
其
祕
書
著
作
之
局
不
廢
。(

秘
書
監
、
…
…
晋
の
受
命
す

る
に
及
び
、
武
帝

秘
書
を
以
て
中
書
省
に�
あ
わ

せ
、
其
の
秘
書
著
作
の
局
は
廃
せ
ず
。)｣

と
あ
る
。

左
思

｢

三
都
賦｣

は
何
故
洛
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